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１．日本年金機構の人員規模の試算（案）の概要

○日本年金機構の人員規模は、既存の人員削減計画に追加の削減を加え、計画完了時

（刷新システム稼働の３年後目途）には、平成１７年度末と比べ、

約６２％の人員規模 （２３，８００人⇒１４，８００人）

・既存の人員削減７カ年計画の年金部分：約 人の削減6,300
（正規職員約 人、非常勤職員約 人）1,500 4,800

・追加分： 約 人の削減(正規職員約 人、非常勤職員約 人)2,700 1,300 1,400

※全国健康保険協会及び国（医療指導・年金）への移管分を除く。

※現時点における試算。また、厚生労働省との仕分けにより変動。
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２．外部委託及びシステム化による人員削減の現時点における試算（案）
人員削減７カ年計画の年金部分

事 項 非常勤 計正規職員
1240 1450 2690事務の集中化による定型的業務の外部委託化 ▲ ▲ ▲
810 190 1000システムの改善・刷新による業務そのものの減 ▲ ▲ ▲
360 360バックオフィス業務の効率化 ▲ ▲
230 230社会保険事務局のブロック単位化による減 ▲ ▲
200 200健保給付等業務の効率化 ▲ ▲

310 310未適用事業所の適用促進に係る外部委託 ▲ ▲
880 2590 3470国民年金保険料の収納事務に係る外部委託 ▲ ▲ ▲

800 800年金電話相談センターの外部委託 ▲ ▲

3720 5340 9060計 ▲ ▲ ▲

1000 570 1570国民年金の保険料の強制徴収

970 970厚年・健保の職権適用、滞納整理、事業所調査

230 230その他

2200 570 2770計

追加の削減

210 110 320事務所における届出等の受付業務の事務センターへの直接郵送化 ▲ ▲ ▲
（システム刷新の３年後までに順次）・電子申請化 （郵送分の受付は外部委託）

570 570届出書等の一次審査業務の外部委託 ▲ ▲（システム刷新の３年後まで）

160 580 740国民年金保険料の免除勧奨の外部委託 ▲ ▲ ▲（機構設立時・22年10月）

200 200照会システム改善による市町村照会事務員の廃止 ▲ ▲（機構設立時）

110 310 420年金相談センターの運営の外部委託 ▲ ▲ ▲（機構設立時～順次拡大）

200 200来訪相談の一部の社会保険労務士への委託 ▲ ▲（機構設立時）

250 250ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ（ ･ ）業務のｼｽﾃﾑ化 ・外部委託給与 旅費等 (設立時) （24年度） ▲ ▲

1300 1400 2700計 ▲ ▲ ▲

1520正規 ▲
4770非常勤▲

6290合計 ▲

1300正規 ▲
1400非常勤▲

2700合計 ▲

削
減

増
員

－ －2
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Ⅰ 適用等

１．届書等処理

（業務量は人／年:１０人単位）

17年度 ７ヵ年計 追加的人員削減 計画完了
業務 業務量 画の削減 時業務量

業務量 内容 削減業務量の考え方 削減業務量 実施時期

①－１ 受付 (正） 810 (正) ▲130 届書等の集約事 直送化・電子申請の推進によっ (正) ▲210 システム刷新の (正) 470

(非） 410 (非) ▲180 務センターへの て、事務所窓口を通過しなくな (非) ▲110 ３年後までに順 (非) 120

直送化・電子申 る届書等の割合を届書等の分野 次

(事業主、被保険者等請 の 推 進 に よ ごとに仮定し、その部分に係る

の協力を得ながら段階①－２ り、窓口業務を 業務が削減されるものとして削

的に削減。直送化は刷適用指導・ 合理化 減業務量を算出

新システムの経過管理照会等対応

システム稼働後。)

④ 決 定

①-１ 受 付

② 入 力
⑤ 通知書等交
付、編綴、保
管

⑥ 事業所調査

③ 審 査

一次審査 二次審査①-２ 適用指導
・照会等対応

業
務
の
流
れ

３．追加して人員削減する業務量の考え方
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③審査 (正) 1630 (正) ▲350 一次審査につい 作業工程ごとに一次審査所要時 (正) ▲550 システム刷新 (正) 730

て、外部委託化 間を設定し、処理件数を乗じて の３年後

(集約事務ｾﾝﾀｰ外部委託することとなる業務量

が稼働し、安定を算出

運用が定着した④決定

段階で実施)

⑤通知書等交 (正) 720 (正) ▲700 (正) 20

付、編綴、 (非) 1200 (非)▲1120 (非) 80－ － － －

保管

⑥事業所調査 (正) 950 (正) 560 (正) 1510

－ － － －
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２．未適用対策

17年度 ７ヵ年計 追加的人員削減 計画完了
業務 業務量 画の削減 時業務量

業務量 内容 削減業務量の考え方 削減業務量 実施時期

①適用促進対 (非) 420 (非) ▲310 (非) 110

－ － － －象事業所の

調査

②加入勧奨・

未適用事業

所把握

③加入指導 (正) 60 (正) 300 (正) 360

－ － － －

④職権適用

（立入検査）

① 適用促進
対象事業所
の調査

② 加入勧奨・未適用事業所把握 ④ 職権適用（立入検査）③ 加入指導

業
務
の
流
れ
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Ⅱ 徴収

１．厚生年金徴収

17年度 ７ヵ年計 追加的人員削減 計画完了
業務 業務量 画の削減 時業務量

業務量 内容 削減業務量の考え方 削減業務量 実施時期
②納付督励 (正) 1580 (正） 110 (正) 1690

－ － － －

③督促状の発

送

④財産調査

⑤滞納処分

① 納入告知書の
発送

⑥ 滞納事業所
以外の事業所
指導・照会等
対応

② 納付督励 ③ 督促状の発送 ④ 財産調査 ⑤ 滞納処分

業
務
の
流
れ
等
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２．国民年金保険料

17年度 ７ヵ年計 追加的人員削減 計画完了
業務 業務量 画の削減 時業務量

業務量 内容 削減業務量の考え方 削減業務量 実施時期

④－１ (正) 150 (正) 990 (正) 1140

－ － － －強制徴収等

④－２ (正) 890 (正) ▲870 (正) 20

納付督励 (非) 3460 (非)▲2640 (非) 820－ － － －

④－３ (正) 230 免除・若年者納付 すべての市町村の理解を得ら (正) ▲160 機構設立時及 (正) 70

免除猶予手 (非) 580 猶予等の勧奨業務 れると仮定して、免除等の勧 (非) ▲580 びその後順次

(市町村の理解続勧奨等 について、外部委 奨業務に係る業務量すべてを－

が得られるまで託化 削減業務量に計上

に時間を要する（対象者の選定、リ

ことが想定されストの作成、申請書

ることから、段の受理に係る業務を

階的に削減)除く）

① 納付書の発送

⑤ 市町村等の
関係機関、被
保険者からの
照会等対応

② 催告状の発送 ③ 対象選定

④-１ 強制徴収等

④-２ 納付督励

④-３ 免除猶予手続勧奨等

業
務
の
流
れ
等

対象者の選定等に係る業務

量を除く
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⑤市町村等の (正) 270 (正) ▲40 市町村における記 現在の市町村照会事務員の全 (非) ▲200 機構設立まで (正) 230

関係機関、 (非) 200 録照会システムの 数を削減するとして算出

被保険者か 改善により、市町

らの照会等 村からの資格記

対応 録・免除記録等の

確認の問合せに対

応する市町村照会

事務員を廃止
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Ⅲ 相談

17年度 ７ヵ年計 追加的人員削減 計画完了
業務 業務量 画の削減 時業務量

業務量 内容 削減業務量の考え方 削減業務量 実施時期

①来訪相談 (正) 930 (正) ▲30 年金相談センター 年金相談センター（54か所） (正) ▲110 機構設立時 (正) 790

(非) 1390 (非) 500 の運営を社会保険 に係る業務量のすべてを外部 (非) ▲310 以降、実施状 (非) 1380

労務士会に委託 委託化できることを想定して 況を踏まえ、

削減業務量を算出 順次段階的に

拡大

年金事務所の年金 現在の社会保険相談指導員の (非) ▲200 機構設立時

相談窓口業務につ 業務量のうち一部を社会保険

いて、社会保険労 労務士に委託するとして削減

務士の協力を得 業務量を算出

て、正規職員、社

会保険労務士、有

期雇用の契約社員

を適切に配置

②電話相談 (正) 160 (非) ▲800 (正) 160

(非) 1040 (非) 240－ － － －

① 来訪相談
⑤ インターネッ
ト見込額試算

③ 出張相談 ④ 文書相談② 電話相談

主
な
業
務
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Ⅳ 給付

17年度 ７ヵ年計 追加的人員削減 計画完了
業務 業務量 画の削減 時業務量

業務量 内容 削減業務量の考え方 削減業務量 実施時期

①受付 (正) 110 (正) ▲10 (正) 100

(非) 40 (非) ▲30 (非) 10－ － － －

②入力 (正) 250 (正) ▲250

－ － － － －

③審査 (正) 1120 (正) ▲280 一次審査につい 作業工程ごとに一次審査所 (正） ▲20 システム刷新 (正) 820

て、外部委託化 要時間を設定し、処理件数 の３年後

※裁定請求書等に (集約事務ｾﾝﾀｰを乗じて外部委託すること

係る部分を除く が稼働し、安定となる業務量を算出

運用が定着した④決定 (機構職員が一次審

段階で実施）査を実施）

⑤年金証書交 (正) 190 (正) ▲190

－ － － － －付、編綴、 (非) 110 (非) ▲110

保管

① 受 付 ② 入 力

③ 審 査

④ 決定・裁定
⑤ 年金証書交
付、編綴、保
管

※ 証書再交付
申請等

一次審査 ※

裁定請求書等

二次審査 ※

業
務
の
流
れ
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Ⅴ その他

17年度 ７ヵ年計 追加的人員削減 計画完了
業務 業務量 画の削減 時業務量

業務量 内容 削減業務量の考え方 削減業務量 実施時期

①システム関 (正) 150 (正) 40 (正) 190

係 (非) 10 (非) 10－ － － －

②全国一括処 (正) 380 (正) 50 (正) 430

理事務等 (非) 120 (非) 120－ － － －

③バックオフ (正）1390 (正) ▲410 システム化により 発生源入力方式の採用など、 (正) ▲210 機構設立時 (正） 730

ィス業務 (非) 350 極力効率化 旅費支払、諸手当認定、人事 (非) 350

関連業務の効率的な処理方法

(総務･人事･給 を設定し、現行業務量との差

与･旅費･会計･ 分の業務量が削減できると見

契約等) 込んで、削減業務量を算出

システム化後の本 集約化後における旅費給与業 (正） ▲40 機構設立後

(業務定着度合部集約により、諸 務のうち、委託業者の管理、

いを勘案して手当の認定事務、 支払決裁処理等を機構職員が

２４年度を目旅費請求内容の確 行い、諸手当の認定内容及び

途に外部委託認業務を外部委託 旅費請求内容の確認業務を外

化)部委託するものとして削減業

務量を算出

（注１ （正）は正規職員 （非）は非正規職員。） 、

（注２）Ⅰ及びⅣについて、ＯＣＲ処理や入力後に審査を行う手順は、システム刷新後の業務手法・手順。

（注３）業務量は、企画部門、本庁管理部門及び事務局長等を除いて整理している。

（注４）全国健康保険協会及び国（医療指導・年金）への移管分を除く。



４．人員削減７カ年計画の進捗と追加分を併せた現時点における見通し（案）
７カ年計画の年金部分

７カ年合計１７年度 ２０年度 ２１年度 ２４年度増減 増減 増減

2232 488 1000正規 ▲ ▲ ▲
1520職員 １３，９２９人 １３，１０３人＋ ＋ ＋1406 203 59012,820 12,410人 人程度程度 ▲

826 285 410▲ ▲ ▲

3175非常勤 ▲
4770職員 ９，８４２人 ７，７５６人＋ ▲ ▲1089 1270 14106,490 5,070人程度 人程度 ▲

2086▲
6290計▲

人程度 人程度合計 ２０，８５９人２３，７７１人 19,310 17,480

※平成２１年度の正規職員の定員純減を仮に平成２０年度と同数とした場合

※全国健康保険協会及び国（医療指導・年金）への移管分を除く

計画完了時２２年１月
（刷新システム稼働後３年後）追加の削減分 機構設立時

追加分合計
30 180正規職員 受付直接郵送化 ▲ 受付直接郵送化 ▲
70 570国年免除勧奨委託 ▲ １次審査の委託 ▲

1300年金相談ｾﾝﾀｰ委託 ▲ 国年免除勧奨委託 ▲20 90１２，４９０人程度 １１，１１０人程度 ▲
210 90ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽのｼｽﾃﾑ化 ▲ 年金相談ｾﾝﾀｰ委託 ▲
330 40▲ ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽの委託 ▲

970▲

1400非常勤職員 受付直接郵送化 ▲ 受付直接郵送化 ▲20 90 ▲
５，７７０人程度 ３，６７０人程度国年免除勧奨委託 ▲ 国年免除勧奨委託▲240 340

2700市町村照会事務員 ▲ 年金相談ｾﾝﾀｰ委託▲200 250 計
60 680年金相談ｾﾝﾀｰ委託 ▲ ▲

200来訪相談の一部委託 ▲
720▲

約62 の人員規模合計 １８，２６０人程度 １４，７８０人程度 ％

円滑移行のため、集約事務セ
ンター稼働２年後（システム
刷新３年後）までに実施

－ －12

※10人単位の概数



５．日本年金機構設立に伴う現時点における人員の見通し（案） 
 

平成22年1月
（機構設立） 

平成17 年度末 平成20年度
計画完了時 

(刷新システム稼働後3年後) 
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[人員削減7 ヵ年計画] 
正規 ▲826人  非常勤 ▲2,086人 

非常勤職員 

9,842 人 

【23,771 人】 【20,859 人】 【18,260 人程度】

12,490 人程度
正規職員 

13,103 人

3,670 人程度 

【14,780 人程度】 

7,756 人 

【約 62%の人員規模】

削減数 ▲8，990 人 （既存分▲6,290人 ＋ 追加分▲2,７00 人）
正規職員   ▲２，８２0人 （既存分▲1,520人 ＋ 追加分▲1,３00人）  

非常勤職員 ▲６，１7０人 （既存分▲4,770人 ＋ 追加分▲1,４00人） 

正規職員

正規職員13,929 人

正規職員 

5,770 人程度
有期雇用職員 

[人員削減7ヵ年計画］ 正規 ▲４10人 有期 ▲1,410人 

非常勤職員 
【追加の外部委託等】 正規▲330人 非常勤▲720人

[人員削減7 ヵ年計画] 
正規 ▲285人  非常勤 ▲1,270人 

有期雇用職員

【追加の外部委託】 正規 ▲970人  有期 ▲680人 

※全国健康保険協会及び

国（医療指導・年金）

への移管分を除く 

11,110 人程度 



６．組織別人員規模のイメージ

○日本年金機構の組織については、中間組織をスリム化するとともに、本部機能を強化し、ガバナンスを強化

従来の社会保険庁
（平成17年度）

日本年金機構（設立時）

中央
組織

中間
組織

現場
組織

・事業所調査、強制徴収、年金相談
などの対人業務に集中

・中間管理部門をスリム化
・事務処理を集約化

・本部機能を強化

新

正規職員： ３５０人
非常勤職員： ５０人

本 庁

正規職員： １５３０人
非常勤職員：１３９０人

社会保険事務局(47)

社会保険事務所(312)
正規職員：１１７５０人
非常勤職員：８２８０人

正規職員： ７５７０人

有期雇用職員：４２１０人

年金事務所(312)

正規職員： ７６０人

有期雇用職員： ９０人

正規職員： ７１０人
有期雇用職員： ５０人

本 部

ﾌﾞﾛｯｸ本部(9程度)

日本年金機構（計画完了時）

都道府県単位
事務センター(47)

正規職員： ３０５０人

有期雇用職員：１２８０人

本 部
正規職員： ６７０人
有期雇用職員： ５０人

ﾌﾞﾛｯｸ本部(9程度)
正規職員： ７５０人

有期雇用職員： ９０人

集約事務
センター(10数カ所)
正規職員： １６６０人
有期雇用職員： ６０人

年金事務所(312)

正規職員： ７６７０人

有期雇用職員：３３５０人
※全国健康保険協会及び国（医療指導・年
金）への移管分を除く。

※事務センターへの業務集約の過程にある
ため、その職員数については、社会保険
事務所に計上。
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正規 300人
非常勤120人
正規 300人
非常勤120人

正規400人
有期140人
正規400人
有期140人

正規360人
有期120人
正規360人
有期120人

全国一括
処理事務

業務ｾﾝﾀｰ
業務部門

全国一括
処理事務



７．管理部門のスリム化のイメージ

○日本年金機構の設立に当たっては、管理部門をスリム化する中で、機構の中間組織の
スリム化及び本部機能の強化を図り、ガバナンスを強化

社会保険事務局

1,730人

本 庁 580人

本部 760人

平成17年度末 機構設立時（平成22年1月）

※全国健康保険協会及び国（医療指導）への移管分を除く

ﾌﾞﾛｯｸ本部 850人

正規 760人
有期雇用 90人

正規 1,640人
非常勤 90人

※管理業務の人員数（本庁の全国一括処理事務、事務局の福祉年金関係事務等及び船員保険関係事務等を除く）

正規 530人
非常勤 50人

正規 710人
有期雇用 50人2,310人

2,010人
正規290人

正規220人

正規180人
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（ｼｽﾃﾑ部門を含む）

（ｼｽﾃﾑ部門を含む）

本部機能の強化
・ガバナンスの強化
・コンプライアンスや広報機能の強化
・非公務員型法人としての人材の確保、管理及び育成
・事業企画機能、支払等事務の本部集約
・監査機能の本部一元化

国（本省） 正規 180人

国（地方） 正規 220人

正規 ▲300人
削減分 【内訳】

ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ業務の効率化
▲１７０人
ﾌﾞﾛｯｸ化による効率化
▲２３０人
ITｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ等の強化

＋１００人



８．組織別・機能別人員数のイメージ
（１）機構設立時

240人

380人

2,040人

管理機能 850人

統 括 管 理

管理・業務改善

厚年健保適用

本 部 1,300人
（正規） 1,110人
（有期） 190人

ブ ロ ッ ク 本 部（正規） 760人
（有期） 90人 集約事務 4,330人

（正規） 3,050人
（有期） 1,280人

610人

庶務・調整

※人数は１０人単位

所長、次長：５２０人

年金事務所 11,780人 （正規） 7,570人
（有期） 4,210人

330人 540人 190人

事業企画・指導 全国一括処理事務 シ ス テ ム

210人 260人 1,400人 1,440人 1,490人

事務所業務指導 事務所実地支援 厚年健保適用 国民年金 年金給付

2,000人 3,450人 3,160人

厚年健保徴収 国年保険料等 年金相談
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200人

380人

2,440人

管理機能 840人

統 括 管 理

管理・業務改善

厚年健保適用

本 部 1,200人
（正規） 1,030人
（有期） 170人

ブ ロ ッ ク 本 部（正規） 750人
（有期） 90人 集約事務 1,720人

（正規） 1,660人
（有期） 60人

610人

庶務・調整

※人数は１０人単位

所長、次長：５２０人

年金事務所 11,020人 （正規） 7,670人
（有期） 3,350人

330人 480人 190人

事業企画・指導 全国一括処理事務 シ ス テ ム

200人 260人 330人 450人 940人

事務所業務指導 事務所実地支援 厚年健保適用 国民年金 年金給付

2,110人 2,570人 2,770人

厚年健保徴収 国年保険料等 年金相談
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（２）計画完了時
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